
四日市市上下水道局管理規程第１号  

 四日市市水道事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和４年３月１０日  

四日市市上下水道事業管理者 山本 勝久  

 

   四日市市水道事業会計規程の一部を改正する規程  

四日市市水道事業会計規程（平成５年水道局管理規程第４号）の一部を次のように改

正する。  

 

改正後 改正前 

（指定納付受託者） （指定代理納付者） 

第８条の２ 管理者は、地方自治法（昭 

和２２年法律第６７号）第２３１条の２

の３第１項の指定納付受託者（以下「指

定納付受託者」という。）を指定し、又

はこれを変更し、若しくは取り消した 

ときは、その旨を告示するものとする。 

第８条の２ 管理者は、地方自治法（昭 

和２２年法律第６７号）第２３１条の２

第６項の指定代理納付者（以下「指定代

理納付者」という。）を指定し、又はこ

れを変更し、若しくは取り消したとき

は、その旨を告示するものとする。 

  

（納入通知書の送付） （納入通知書の送付） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、指定納

付受託者に納付させる場合は、当該指定

納付受託者へ納入通知書に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を送信する

ことにより、納入義務者に対して納入の

通知をしたものとみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず、指定代

理納付者に納付させる場合は、当該指定

代理納付者へ納入通知書に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を送信する

ことにより、納入義務者に対して納入の

通知をしたものとみなす。 

４から６まで （略） ４から６まで （略） 

  

（領収書の交付） （領収書の交付） 

第２８条 企業出納員等が金銭を収納し 第２８条 企業出納員等が金銭を収納し



たときは、直ちに所定の領収印を押し、

納入者に領収書を交付しなければなら

ない。ただし、口座振替又は指定納付受

託者による代理納付により収納するも

のについては、この限りでない。 

たときは、直ちに所定の領収印を押し、

納入者に領収書を交付しなければなら

ない。ただし、口座振替又は指定代理納

付者による代理納付により収納するも

のについては、この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

 

附 則 

この規程は、令和４年３月１０日から施行する。 

 

（上下水道局管理部総務課） 


